
【船会社、船舶代理店の皆様へ】 
Ｓｅａ-ＮＡＣＣＳにおける受委託関係処理の見直し 

 
 ＮＡＣＣＳセンターでは、昨年１２月２５日に実施しました船舶基本情報関係業務における受委託

関係処理の見直しに引き続き、船舶運航情報関係業務における受委託関係処理の見直しについて、以

下のとおり対応させていただくこととなりましたのでお知らせします。 
 
１．変更概要 

現在、入出港関係業務を実施する場合には、船舶運航者との間に（ａ）港単位、（ｂ）港単位＋船舶

コード単位、（ｃ）港単位＋船舶コード単位＋航海番号単位のいずれかの受委託関係が、システム上に

登録されていることが必要となっております。本年２月１９日（木）以降は、この受委託関係チェック

のあり方を見直し、港単位の受委託関係情報がシステムに登録されていない場合であっても入出港業務

を実施可能とします。特に入港前統一申請Ｂ（ＶＰＴ）業務等、いわゆる「Ｂ業務」については、受委

託関係登録が一切なされていない場合であっても、業務を実施することが可能となります。 

ただし、ＮＡＣＣＳにご参加いただいている船会社様における情報セキュリティの観点から、入港前

統一申請（ＶＰＸ）業務、入港届（ＶＩＸ）業務等、「Ｂ業務」以外の入出港関係業務については、

（ａ）特定の港＋特定の船舶コード、（ｂ）特定の港＋特定の船舶コード＋特定の航海番号の入出港業

務については、従来どおり受委託関係情報の登録がされていない場合には、業務を実施することはでき

ないこととします。 

また、積荷目録情報登録（ＭＦＲ）業務等の貨物系業務を実施するに際しては、従来どおり港単位で

の受委託関係がシステムに登録されていない場合には、業務を実施することができませんのでご留意く

ださい。 

 
２．実施までのスケジュール 
（１）船舶代理店（ＮＡＣＣＳセンター業務部及び地方事務所への登録依頼） 

船舶代理店様が、ＮＡＣＣＳにご参加いただいていない（以下「ＮＡＣＣＳ不参加」といいま

す。）船会社様の船舶について、 
ａ．「港単位」でＭＦＲ、ＣＬＲ等の貨物業務の実施に際して、受委託関係を登録しておく必要が

ある場合（最大で１０代理店まで登録可能） 

ｂ．「港単位」＋「船舶コード単位」での入出港関係業務又は貨物業務の実施に際して、受委託関

係を登録しておく必要がある場合（最大で１０代理店まで登録可能） 

ｃ．「港単位」＋「船舶コード単位」＋「航海番号単位」での入出港関係業務又は貨物業務の実施

に際して、受委託関係を登録しておく必要がある場合（最大で１０代理店まで登録可能） 

には、平成２１年２月９日（月）以降に、「船会社受委託関係登録兼船会社コード付与調査票」

（NACCS 掲示板（海上）の「申込手続」→「システム設定関連書類」項番 15 に掲載されておりま

す）に必要事項を記載し、当該船会社との受委託関係を証明できる書類等を添付して、ＮＡＣＣＳセ

ンター業務部又は地方事務所へ登録を依頼してください。ただし、既に登録済みである場合には、改

めて依頼していただく必要はございません。また、ＮＡＣＣＳ不参加船会社様の船舶の受委託関係

の登録は、ＭＦＲ、ＣＬＲ等の貨物系業務に関するもののみであり、入出港業務については

（ａ）港単位、（ｂ）港単位＋船舶コード単位、（ｃ）港単位＋船舶コード単位＋航海番号単位のい



ずれの場合であっても登録の必要はございません。 

ＮＡＣＣＳセンター業務部及び地方事務所では、登録依頼を受けた船舶代理店の登録を、本年２月

１６日（月）以降順次登録をいたします。 
 
（２）ＮＡＣＣＳ参加船会社 

ＮＡＣＣＳにご参加いただいている船会社様は、「船舶管理情報登録（ＶＣＡ）業務」により、

（ａ）「港単位」、（ｂ）「港単位」＋「船舶コード単位」、（ｃ）「港単位」＋「船舶コード単

位」＋「航海番号単位」で必要な船舶代理店（（ａ）については貨物系業務に係る代理店のみ、

（ｂ）及び（ｃ）については貨物系業務、入出港業務の両方に係る代理店）を本年２月１６日（月）

以降に登録してください。 

なお、船会社様における情報セキュリティ確保の観点から、特定の船舶について特定の船舶代

理店に代理店業務を実施させる場合にのみ、ＶＣＡ業務により船舶代理店を登録していただき、

特に、コンテナ船等運航情報のセキュリティを確保する必要がないと船会社様が判断される場合

については、船舶代理店の登録を実施する必要はございません。 
 

３．特記事項 
昨年１２月２５日にリリースしました受委託関係チェックの削除及び今回の運航情報関係業務に

係る受委託関係チェックの削除に対するパッケージソフトのヘルプ内容の削除等につきましては、

今回の見直し時に行いますが、その際ダウンロードが必要となります。 
パッケージソフトのダウンロードは、本年２月１２日（木）以降に可能となります。なお、ダウ

ンロード方法はこれまでと同様です。 
 

以上 




